
石川県バリアフリー社会の推進に関する条例



はじめに

本県では、平成９年に「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例」を制定し、高齢者や障害

のある人などを含むすべての人々が安全で快適な生活を営み、あらゆる分野の活動に平等に参加で

きる障壁のない社会の構築を目指して、さまざまな施策に取り組んでまいりました。

そして、平成１５年には「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に

関する法律」（いわゆる「ハートビル法」） が改正され、病院やホテルなどの一定規模以上の公益

的 建物についてバリアフリー整備が義務付けられることになりました。

この法律改正を機に、本県では、法律に定める適合基準を補完する改正条例を平成１６年４月に

施行し、公益的建築物のバリアフリー整備のより一層の推進を図ったところであります。

この「石川県バリアフリー施設整備の手引き」は、この改正条例を踏まえ、これまでの「施設整

備マニュアル」を全面的に改定したもので、公益的施設を安全かつ快適に利用できるように必要な

基準を定めたものであります。

本書では、条例の内容をできるだけ理解していただくため、施設の完成イメージが分かるような

事例や図を多く取り入れました。

真のバリアフリー社会の実現にむけて、施設の整備に携わる事業主、設計者、施工者等の方々が

本書を大いに活用していただき、人にやさしい施設づくり・まちづくりが更に進展することを心よ

り期待しております。

終わりに、本書の作成にあたり、貴重なご意見、ご指導をいただきました関係各位に、厚くお礼

申し上げます。

平成１６年３月

石川県知事 谷 本 正 憲



「施設整備の手引き」改訂によせて

バリアフリー条例が制定されて１２年以上が経過し、道路や公園などの公共施設、図書館や行政

庁舎などの公共建築では、段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの敷設等の整備が進められたこ

と、また、民間の事業者の方にもバリアフリー設計の理念を理解して頂き、商業施設を中心にいろ

んな人が快適に利用できる空間が造られてきたことから、公益的施設のバリアフリー化は飛躍的に

進んだと思います。

しかし一方で、街を歩いていても、車いす使用の方や目の不自由な方が歩き、買い物をし、また、

談笑する姿などを見かける機会は、まだまだ少ないと感じます。

さて、急速な高齢化が進行する中で、高齢者や障害者などを含めたあらゆる人々が、これまで以

上に社会活動に参加し、自己表現するための環境の形成を図るため、平成１８年１２月３０日に「バ

リアフリー法」が施行されました。

これは、一体的、総合的に施策を進めるため、建築物のバリアフリー化を目的とした「ハートビ

ル法」と公共交通機関のバリアフリー化を目的とした「交通バリアフリー法」が統合されたもので

すが、さらに、施策の対象が「身体障害者」から「障害者」に拡充され、知的障害の人、発達障害

の人や精神に障害のある人も含め、全ての障害のある人が対象となりました。

今回は、国の法改正を受け、条例も改正されたことから、手引きを改訂するものです。法改正の

趣旨も踏まえ、ハードでの対応はなかなか難しい面がありますが、知的障害の人などへの対応も一

部盛り込んでいます。

建築士や工事を施工される方が、この手引きを参考にして頂くことにより、さらにバリアフリー

化が進み、誰もが健やかに気持ちよく利用できる魅力的な空間が創造され、多様な人々がいっしょ

に街を歩き、買い物をすることが「当たり前」になることを、強く期待するものであります。

平成２２年３月

石川県土木部建築住宅課長 地井 和裕
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